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誉
業
穢
績
優
秀
者
の
秘
訣

"ノ
ウ
ハ
ウ
提
供
で
奨
励
金

化
粧
品
の
K
社
は
、
売
り
上
げ

を
伸
ば
し
た
販
売
手
法
な
ど
を
社

内
で
共
有
す
る
た
め
、
社
員
の
ノ

ウ
ハ
ウ
提
供
に
対
し
て
提
供
ポ
イ

ン
ト
な
ど
を
算
定
す
る
評
価
制
度

を
導
入
す
る
予
定
だ
。
個
人
が
持

つ
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
を
促
す
た
め

に
は
、何
ら
か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
必
要
と
判
断
し
、
奨
励
金
の
制

度
な
ど
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
。

小
川
薑
鬘
十
事
務
所
だ
よ
り

く‘、
>

y
も

ノ

;‘
、

勤
務
時
間
に
｢笹
分
体
操
｣

健
康
管
理
の
意
識
を
徹
底

総
合
商
社
の
M
社
は
、
社
員
の

心
身
の
健
康
管
理
の
た
め
、
勤
務

時
間
中
に

｢
10
分
体
操
｣
を
導
入

士
也

巍
滋

80
3
2

肌

24
2 4

人
鱈
言

発
行
権
逮埖
算

編
土
川

窯
報

税
小
譲
無機

先
輩
営
業
マ
ン
が
指
導
と
相
談

若
手
社
員
と
目
標
を
共
有

製
薬
会
社
の
M
社
は
、
若
手
営

業
社
員
の
育
成
の
た
め
、
先
輩
社

員
が
1
対
1
で
指
導
や
相
談
に
乗

る
制
度
を
導
入
し
た
。

同
社
は

｢上
か
ら
の
一
方
的
な

指
導
だ
け
で
は
効
果
が
得
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
る
-
と
し
て
、
先
輩

社
員
が
何
を
目
標
に
し
て
自
分
を

指
導
し
て
い
る
か
、
明
確
に
分
か

り
や
す
く
す
る
た
め
1
対
1
で
指

導
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、

相
談
や
情
報
交
換
を
し
た
く
て

も
、
そ
の
相
手
が
い
な
い
と
い
う

事
態
を
避
け
、
若
手
社
員
の
孤
独

を
解
消
す
る
狙
い
も
あ
る
。

研
修
で
一
通
り
の
知
識
を
身
に

付
け
た
後
、
1
~
3
ヶ
月
間
、
先

輩
と
営
業
に
出
る
。
こ
こ
で
何
が

身
に
つ
い
て
い
な
い
か
を
確
認

し
、
必
要
な
ら
も
う

一
度
研
修
に

戻
る
。
先
輩
社
員
も
部
下
の
指
導

や
ケ
ア
の
仕
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
｣一る
0

鱸
鬮
J

~消
費
税
関
連
法
案

↓

…
現
像

%
の
消
費
税
率
を
…

↑
2
0
↑
4
年
4
月
に
8
%
、

…

･

~

~破粥帥胡批裁泌沈毅欄拗{

◆酎鍋啜鰈並機関糖湘猿冷~

~

)

嚇
蝉

W
政
府
は
閣
議
で
法
案
の
も
W

…
と
に
な
る
社
会
保
障
と
税
の
…

さ鞠癪
獺
顱

だ

っ
た
が
、
野
党
は
堕
識に
…

皺
m

不
透
明
だ
o

ど
く
〈ノ〉〉
、)‐之
ノ
2
ど
く
ど
く
ビ
ノ
、〈

〉
、〈
〈
く
く
(
く
く
ん
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4 月号)

凄

革翻鱗
廟
繕

価
格
表
示
の
注
意
点

筬鯛讓
翳
襲
鷲
螂

商
店
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
は
、
価
格
を
安

ん
。
公
正
な
競
争
を
す
る
た
め
の
ル
ー
ル

く
し
た
り
サ
ー
ビ
ス
を
良
く
し
た
り
と
い

の
一
つ
と
し
て
景
品
表
示
法
が
あ
り
ま

っ
た
競
争
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

す
。
こ
の
法
律
は
、
不
当
な
表
示
や
過
大

の
競
争
は
公
正
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ

な
景
品
を
禁
止
す
る
法
律
で
、
正
式
に
は

｢不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
｣

と
い
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
景
品
表
示
法

に
よ
る
二
重
価
格
表
示
の
ル
ー
ル
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

蘂
褻
莢
あ

今
回
の
ケ
ー
ス
で
は

｢通
常
価
格
4
9

8
0
0
円
の
と
こ
ろ
、
今
回
に
限
り
2
9

権癪
鷲

畷
鯰
麓
壤
鰤

･

家

平

、
設

ル
鱗
0

重
価
格
表
示
｣
と
い
い
ま
す
o

上
記
の
例

の

ら

に

望

メ

た

で
は
、
販
売
価
格
は
2
9
8
0
0
円
、
比

駒総鰊鍬寝

鱗
鱗
熟蹴

翼
鱗
翳

轄
鑓
鞠
続

け
物
か

の

ら

に

,
鞠
舟
為

較
対
照
価
格
は
4
9
8
0
0
円
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

二
重
価
格
表
示
は
、
そ
れ
が
適
正
に
行

わ
れ
て
い
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
比
較
対
照
価
格
が
根
拠
の
な
い
も

の
や
不
合
理
な
も
の
だ
と
、
販
売
価
格
が

実
際
以
上
に
安
く
な
っ
て
い
る
と
の
誤
解

を
消
費
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
景
品
表

示
法
上
問
題
と
な
り
ま
す
。

で
は
、
二
重
価
格
表
示
に
は
ど
の
よ
う

な
ル
ー
ル
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

霊
比
較
対
照
価
格
は
主
に
3
種
類
■

比
較
対
照
価
格
と
し
て
主
に
用
い
ら
れ

る
の
は
、
①
過
去
の
販
売
価
格
、
②
他
店

の
販
売
価
格
、
③
メ
ー
カ
ー
希
望
小
売
価

格
の
3
種
類
で
す
。

①
過
去
の
販
売
価
格

よ
く
、
｢当
店
通
常
価
格
｣
や

｢セ
ー

ル
前
価
格
｣
な
ど
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
過
去
の

販
売
価
格
と
の
二
重
価
格
表
示
は
不
当
表

示
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

･
実
際
に
販
売
さ
れ
て
い
た
価
格
よ
り
も

高
い
価
格
を

｢当
店
通
常
価
格
｣
等
と

し
て
比
較
対
象
価
格
に
用
い
て
い
る
場

合
。

･
販
売
実
績
が
な
い
商
品
や
セ
ー
ル
直
前

に
販
売
開
始
し
た
商
品
の
価
格
を

｢当

店
通
常
価
格
｣
等
と
し
て
比
較
対
象
価

格
に
用
い
て
い
る
場
合
。

･
過
去
の
販
売
期
間
の
う
ち
短
期
間
に
お

い
て
販
売
さ
れ
て
い
た
価
格
を

｢当
店

通
常
価
格
｣
等
と
し
て
比
較
対
象
価
格

に
用
い
て
い
る
場
合
-
な
ど
で
す
。

②
他
店
の
販
売
価
格

こ
れ
は
、
｢市
価
｣
や

｢他
店
販
売
価

格
｣な
ど
と
し
て
表
示
さ
れ
る
価
格
で
す
。

市
価
を
比
較
対
照
価
格
に
用
い
る
と
き

は
、
地
域
内
の
事
業
者
の
相
当
数
が
実
際

に
販
売
し
て
い
る
価
格
を
用
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

特
定
の
競
争
事
業
者
の
販
売
価
格
と
比

較
す
る
場
合
は
、
そ
の
事
業
者
の
実
際
の

販
売
価
格
及
び
事
業
者
の
名
称
を
明
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
メ
ー
カ
ー
希
望
小
売
価
格

メ
ー
カ
ー
や
輸
入
元
な
ど
が
設
定
す
る

希
望
小
売
価
格
で
す
。
メ
ー
カ
ー
希
望
小

売
価
格
は
、
そ
れ
が
販
売
時
点
で
有
効
で

あ
れ
ば
、
比
較
対
照
価
格
と
し
て
用
い
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
希
望
小
売
価
格
を
高
く
設

定
し
た
り
、
希
望
小
売
価
格
が
設
定
さ
れ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
任
意
の
‐価

格
を
希
望
小
売
価
格
と
し
て
比
較
対
象
価

格
に
用
い
て
い
る
場
合
は
不
当
な
表
示
と

な
り
ま
す
。
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ー
■
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
■
-l
I
i

…繊靴醐コギ一葉蝋醐鏡髭助だ粃膨泣

ハ

･

う動態に鞭鯛端勧刹能燕ぴ輳杜鍼難筋薹鞠杯期靴…穀齢伐ゞ顆鎖畑膵秘執
;

嶽回転脇乳塾割麓整蠣紐呵稠腋乾謎離硝売れ“疑葹勘鯛酎鯖中剃似影飜蘇;

防
止
土
衾
猯
(経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
±
父
己

の
制
度
の
概
要
と
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ

~

て
み
ま
す
。

~

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
は
、
平
成
器

回
避
す
る
手
段
と
し
て
有
効
な
仕
組
み
で

年
10
月
に
大
幅
な
制
度
改
正
が
実
施
さ

す
。
独
立
行
政
法
人

･
中
小
企
業
基
盤
整

れ
、
中
小
企
業
が
連
鎖
倒
産
の
リ
ス
ク
を

備
機
構
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

●

年

年

年

鬆

こ
の
制
度
は
、
中
小
企
業
の
取
引
先
が

済

5

6

7

姉

倒
産
し
売
掛
金
債
権
等
が
回
収
困
難
に
な

テ

身
り齋

礬

座
緩
鵜
鐙
蜂籟
鱗
初

期"鯲

楜
叡

満
脇
郎
靴

い
“額
払ま
で
が
必
ず
壼鯏
露賞
(=
=共
済
熨金
貸
付
])

る

災

未
以

以

た

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
急
場
の
資
金
を
手
当

鱗襲
瀞

鵺
壽

祿
橇
綣!
座

れ贓

願
額
額

同

篠制
★度
に
軸
受人
し
た
企̂
業
小は
、
原
酩則
と
し

翹

儼
駿
臘
限

痰
て
毎
月

÷
定
の
掛
金
を
積
み
立
て
て
取
引

企

由

貸

立

の

上

ズ

先
倒
産
時
の
借
入
枠
を
確
保
す
る
一
方
、

小
轉

総
帥
胡
調

叙
掛
金
を
鱒
力
月
以
上
納
付
済
み
な
ら
任
意

･

期

汚

箋

≦
遊

ト

共

掛

掛
償

拝

解
約
で
も
納
付
済
み
掛
金
の
全
額
が
返
戻

※

共済事由

穫翹る
り

よ

波

に

鯲

不

害

る

災

止

理

理

よ

常

停
整

整
に

非

弓

的

的

害

定

取
法

私

災

特

共済金の貸付限度額 8
,
000万円

掛金の積立限度額 800万円

掛金月額の上限額 20万円

償還期間上限 年

年

年

5

6

7

滴

下
蛛
鞁

鮖
蠣
5

0

Ô

R
U

満
上

上

未
以

以

円

円

円

万

万

万

剱
鰡
即

CD

にリ

ハb

(=
｢解
約
手
当
金
｣)
さ
れ
る
と
い
う
、

い
わ
ば
無
料
の
連
鎖
倒
産
リ
ス
ク
対
策
と

い
え
ま
す
。

圏
各
掛
金
は
全
額
、

損
金
･
必
要
経
費
に
■

さ
ら
に
、
毎
月
の
掛
金
納
付
時
は
当
該

掛
金
の
全
額
を

｢事
業
所
得
の
必
要
経
費

(個
人
事
業
)｣
ま
た
は
｢損
金
(法
人
)｣

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
税
制
上
の
メ
リ
ッ

ト
も
備
え
て
い
ま
す
。

や
む
を
得
ず
解
約
す
る
場
合
で
も
、
加

入
後
1
年
以
上
経
過
し
て
い
れ
ば
、
掛
金

総
額
の
知
~
1
0
0
%
が
返
っ
て
き
ま

す
。
鱒
カ
月
以
上
積
立
を
し
て
い
れ
ば
、

解
約
時
に
1
0
0
%
が
返
っ
て
き
ま
す
。

■
掛
金
月
額
は
最
高
20
万
円
、
共
済
金

貸
付
は
最
大
8
0
0
0
万
円
に
■

同
制
度
が
ど
の
よ
う
に
改
正
で
拡
充
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

①
掛
金
月
額
の
上
限
が
8
万
円
か
ら
勾
万

円
に
i
!
!
掛
金
は
、
全
額
を
必
要
経
費

･

損
金
に
算
入
可
能
で
す
か
ら
、
リ
ス
ク
対

策
と
同
時
に
掛
金
納
付
年
度
に
税
制
上
の

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

②
掛
金
の
積
立
限
度
額
が
3
2
0
万
円
か

ら
8
0
0
万
円
に
!
!
掛
金
月
額
の
最
高

額
の
鱒
力
自
分
が
積
立
限
度
額
で
す
。

③
共
済
金
貸
付
の
限
度
額
が
3
2
0
0
万

円
か
ら
8
0
0
0
万
円
に
ー
ー
積
立
済
み

掛
金
総
額
の
め
倍
が
限
度
で
す
か
ら
8
0

0
0
万
円
が
限
度
額
と
な
り
、
強
力
な
連

鎖
倒
産
対
策
が
可
能
で
す
。
こ
れ
は
1
件

ま
た
は
複
数
の
共
済
金
貸
付
の
合
計
限
度

額
で
す
。

■
一
時
貸
付
制
度
■

取
引
先
が
倒
産
し
て
い
な
く
て
も
臨
時

に
事
業
資
金
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、

一

時
貸
付
と
し
て
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
掛
金
総
額
の
最
大
%
%
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
無
担
保

･
無
保
証
人

と
な
っ
て
い
る
上
、
通
常
の
貸
付
制
度
で

す
と
、
す
ぐ
に
返
済
が
始
ま
る
と
い
う
の

が
一
般
的
で
す
が
、
中
小
企
業
倒
産
防
止

共
済
の
一
時
貸
付
の
場
合
に
は
、
1
年
以

内
に
一
括
返
済
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
す
ぐ
に
返
済
し
な

く
て
も
よ
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。■

退
職
金
や
設
備
投
資
に
も
■

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
は
、
連
鎖
倒

産
を
防
止
す
る
た
め
の
共
済
で
す
が
、
解

約
時
の
受
取
金
は
特
に
使
途
が
制
約
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
解
約
金
は
雑
収
入
と
な
り

ま
す
が
、
自
分
や
社
員
の
退
職
金
や
福
利

厚
生
、
設
備
投
資
な
ど
に
利
用
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。



4
▲

　　
　　

4月号)

る
1
･

　　
　
　　

動
な
長
村
市

所
払
の
及
府

給
与
所
得
者
で
あ
る
個
人
が
、
自
宅
に

馴

昨
年
、
東
北
地
方
を
中
心
に
甚
大

ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
皿

の
使
用
実
態
に
基
づ
く
合
理
的
な
使
用
割

l

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
、
余
剰
電
力

棚
な
被
害
が
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

な
っ
て
し
ま

っ
た
。
と
く
に
懸
念
さ

聞

合
に
よ
り
按
分
し
た
割
合
と
、
売
却
し
た

=

電
力
量
の
割
合
の
合
計
を
事
業
用
割
合
と

=

　
　　
　
　
　
　　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　

■
賃
貸
ア
パ
ー
ト
に
設
置
し
た
ケ
ー
ス

=

太
陽
光
発
電
設
備
の
耐
用
年
数
は
17
年
と

脚
や
電
力
不
足
な
ど
で
大
き
な
打
撃
を

★爪中
の
低
下
、
財
政
状
況
の
さ
ら
な
る
悪
酬

不
動
産
賃
貸
業
を
営
む
個
人
が
、
賃
貸

l

な
り
、
必
要
経
費
に
算
入
す
る
減
価
償
却

脚
受
け
た
。
し
か
し
、
日
本
の
製
造
業

[口

化
に
よ
る
財
政
破
綻
リ
ス
ク
の
上
昇
棚

ア
パ
ー
ト
に
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置

川

費
の
額
は
、
発
電
量
の
う
ち
に
売
却
し
た

脚
は
持
ち
前
の
現
場
力
を
発
揮
し
て
生

Lと

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
▼
大
震
災
を
囃

し
、
発
電
し
た
電
力
を
ア
パ
ー
ト
の
共
用

=

電
力
量
の
占
め
る
割
合
を
業
務
用
割
合
と

部
分
で
使
用
し
、
余
剰
電
力
を
電
力
会
社

卿
産
を
急
速
に
回
復
さ
せ
て
い
る
0

今

剛一六
こ
れ
ま
で
の
経
済
シ
ス
テ
ム
を
創
り
酬

し
て
計
算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
o

剛
年
は
復
興
の
動
き
も
本
格
化
す
る
と

箱
嫁

直
す
契
機
と
と
ら
え
、
今
後
予
想
さ

爛

1
自
宅
兼
店
舗
に
設
置
し
た
ケ
ー
ス

に
売
却
し
た
場
合
、
通
常
、
共
用
部
分
で

岬
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
面
、
日

災
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
ど
う
立
ち
馴

使
用
す
る
電
気
料
金
は
不
動
産
所
得
の
計

-

自
宅
兼
店
舗
に
太
陽
光
発
電
設
備
を
設

算
上
、
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
か

,
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“
“
“
“
“
“
1
‘
“
“
“
景
“

雨辰
揃勤わ歎養忍静か経濃孃戴蓼の蜘

脚
回
復
が
続
く
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

置
し
、
自
宅
お
よ
び
店
舗
で
使
用
す
る
ほ

ら
、
余
剰
電
力
の
収
入
金
額
も

｢不
動
産

皿
▼
し
か
し
な
が
ら
、
長
い
目
で
み
る

行
方
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
伽


